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第2章 特定保健指導業務 

2.1 業務全体概要 

特定保健指導の対象者の階層化、また利用・未利用・中断等に伴う流れは図表 2-1のよう
になる。 
 

図表 2-1：特定保健指導業務と対象者の状態遷移 

 

 
 
なお、図表 2-1の流れに対応するシステムの機能は図表 2-2のとおり。 

 特定健診 

受診者 

階層化済 

優先順位付け済 

（＝利用対象者） 

年度内 

加入者等 

受診勧奨者 

（要医療） 

特定保健指導 

未利用者 

特定保健指導 

実施中 

特定保健指導 

完了者 

特定保健指導 

対象外 

中断中 

脱落･終了者 

利用券 

失効・紛失 

未利用 

確定者 

③階層化 

⑤優先順位付け 

①対象者除外・資格喪失 

④情報提供 

⑦重点化の結果 対象外 

②転入等 

⑥受診勧奨 

⑧利用券作成・発行 

⑭初回面談報告（直営含む） 

⑱完了報告 

一定期間の中断等 

⑰脱落等確認  

⑯継続意思確認 

⑬保健指導利用勧奨 

利用券  

失効・紛失 

⑫未利用意思確認 

⑩利用意思確認 

⑪利用券再発行 

⑨利用券発送停止･対象者除外 

⑮対象者除外・資格喪失 
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図表 2-2：特定保健指導業務に対応したシステムの機能 

 

業務処理 システム処理 

状 態 業務処理 システム業務名称 機能名称 処理方法 

↓↓↓ 健診業務から ↓↓↓ 

特定健診除外対象者登録 
オンライ

ン 
除外者登録 

特定健診除外対象者登録 バッチ 特定健診受診者 ① 
対象者除外・ 

資格喪失 

被保険者マスタ 

更新 
― ― 

年度内加入者等 ② 転入等 
被保険者マスタ 

更新 
― ― 

特定保健指導対象者抽出 バッチ 

特定健診受診者 ③ 階層化 階層化 
特定保健指導対象者 

リスト 
バッチ 

④ 情報提供   ― ― 

⑤ 優先順位付け 優先順位付け 優先順位付け基準設定 
オンライ

ン 

特定健診受診者抽出 

条件登録 

オンライ

ン 

特定健診受診者リスト 

表示 

オンライ

ン 

階層化済 

⑥ 受診勧奨   

特定健診受診者ＣＳＶ 

ダウンロード 

オンライ

ン 

⑦ 
重点化の結果 

対象外 
  ― ― 

利用券内容登録 
オンライ

ン 

利用券作成 バッチ 

利用券発行 
オンライ

ン 

利用券発行データ登録 バッチ 

利用券発行者リスト バッチ 

優先順位付け済 

（＝ 利用対象者） 
⑧ 利用券作成・発行 利用券発行 

利用券発行者総括表作成 バッチ 

発送停止 利用券状況登録 
オンライ

ン 

特定健診除外対象者登録 
オンライ

ン 

特定保健指導 

未利用者 
⑨ 

利用券発送停止・

対象者除外 
除外者登録 

特定健診除外対象者登録 バッチ 

⑩ 利用意思確認 利用勧奨状況登録 利用券状況登録 
オンライ

ン 

利用券再発行 
オンライ

ン 
⑪ 利用券再発行 利用券再発行 

利用券再発行者リスト 

作成 
バッチ 

特定保健指導 

未利用者 

（利用券失効・ 

紛失） 

⑫ 未利用意思確認 利用勧奨状況登録 利用券状況登録 
オンライ

ン 
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業務処理 システム処理 

状 態 業務処理 システム業務名称 機能名称 処理方法 

  
特定保健指導利用者リス

ト作成 
バッチ 

特定保健指導 

未利用者 
⑬ 利用勧奨 

利用勧奨状況登録 利用券状況登録 
オンライ

ン 

  
特定保健指導結果登録 

修正 

オンライ

ン 

  
特定保健指導利用者リス

ト作成 
バッチ ⑭ 

初回面談報告 

（直営含む） 

  
特定保健指導計画･実施

報告書作成 
バッチ 

特定健診除外対象者登録 
オンライ

ン 
除外者登録 

特定健診除外対象者登録 バッチ 

特定保健指導 

実施中 

⑮ 
対象者除外・ 

資格喪失 

被保険者マスタ 

更新 
― ― 

⑯ 継続意思確認 中断状況登録 利用券状況登録 
オンライ

ン 

  
特定保健指導利用者リス

ト作成 
バッチ 中断中 

⑰ 脱落確認 
中断状況登録 利用券状況登録 

オンライ

ン 

特定保健指導結果登録 

修正 

オンライ

ン 

特定保健指導結果データ

登録(CSV) 
バッチ 

特定保健指導結果データ

登録(XML) 
バッチ 

特定保健指導 

完了者 
⑱ 完了報告   

特定保健指導計画･実施

報告書作成 
バッチ 

      健診結果照会 被保険者記録照会 
オンライ

ン 

↓↓↓ 集計・分析業務へ ↓↓↓ 

 
※バッチ処理にて作成される帳票は、帳票ユーティリティ（RDE）を起動して印刷を行う。 
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2.2 業務処理概要 

2.2.1 健診結果の階層化・保健指導対象者の確定 

(1) 保健指導対象者の確定までの前提条件 

(A) 基本的な流れ 

国保連合会が特定健診の結果を受領した後1から保健指導対象者の確定に至るまでの流れ

は図表 2-3のとおりである。 
 

図表 2-3：階層化から保健指導対象者確定に至る流れ 

 
 

                                                   
1 健診結果の受領のほか、決済を伴わない健診結果の登録結果、階層化後の健診結果の修正を行った結果について
も階層化の対象となる。 

（システムでの自動処理）

は本節で説明する内容 はシステムを活用して実施する業務

は他節で説明する内容

健診結果受領

健診結果の階層化

優先順位付け
シミュレーション

保健指導対象者
の確定

利用券の作成
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(B) 標準的な階層化の基準 

特定健診の結果は、階層化が行われ、保健指導の必要性が判定される。国が定めた階層化

の基準は図表 2-4のとおりであり、本システムを活用し、特に設定を行わないで特定健診の
受診者リストの作成や健診結果通知の作成、階層化判定結果表の作成を行う場合は、この基

準が用いられている。 
 

図表 2-4：階層化の基準 

追加リスクⅠ 追加リスクⅡ 対象年齢 
腹囲 

①血圧 ②脂質 ③血糖 ④喫煙歴 40～64歳 65～74歳 
2つ以上該当  

あり 
積極的支援 

≧85cm（男性） 
≧90cm（女性） 
（内臓脂肪の面積の

測定がある場合に

は、内臓脂肪の面積

が 100㎠以上） 

1つ該当 

なし  

動機付け 
支援 

3つ該当  
あり 

積極的支援 
2つ該当 

なし 
上記以外で 
BMI≧25 

1つ該当  
 

動機付け 
支援 

※受診勧奨判定値を超えている者でも服薬を行っていない場合は，特定保健指導の対象者となる。 
※血圧、脂質、血糖の基準値については、次のように告示されている。 
 血圧：収縮期血圧が 130mmHg以上又は拡張期血圧が 85mmHg以上であること 
（平成 20年 1月 17日厚生労働省告示第六号） 
 脂質：血清トリグリセライド（中性脂肪）の量が 150mg/dl以上又は高比重リポ蛋白コレステロール 
（HDLコレステロール）の量が 40mg/dl未満であること（平成 20年 1月 17日厚生労働省告示第七号） 
 血糖：空腹時血糖値が 100mg/dl以上又はヘモグロビン A1cが 5.2%以上であること 
（平成 20年 1月 17日厚生労働省告示第八号） 

 
なお、バッチ処理「特定保健指導対象者リスト」によって、国の階層化基準に従い階層化

し、「動機付け支援」及び「積極的支援」の特定保健指導対象者となった被保険者のリストを

作成することができる。PDFファイルの他、CSVファイルでも出力することができる。 
また、本システムで階層化を行うためには、階層化に必要な健診結果が揃っていることが

必須である。 
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図表 2-5：特定保健指導対象者リスト（動機付け支援） 
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図表 2-6：特定保健指導対象者リスト（積極的支援） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
X
X
年
X
X
月
X
X
日
 
作
成

※
１
 
前
年
度
階
層
化
結
果
：
0
．
判
定
不
能
　
1
．
積
極
的
支
援
　
2
．
動
機
付
け
支
援
　
3
．
情
報
提
供
　
4
．
服
薬
の
た
め
情
報
提
供

※
２
 
リ
ス
ク
内
容
：
A
．
腹
囲
　
B
．
Ｂ
Ｍ
Ｉ
　
C
．
空
腹
時
血
糖
　
D
．
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
　
E
．
中
性
脂
肪
　
F
．
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
　
G
．
収
縮
期
血
圧
　
H
．
拡
張
期
血
圧
　
I
．
喫
煙

年
齢

9
9

 
 
Z
Z
Z
9
/
Z
Z
Z
9
 
頁

Ｎ
Ｎ

行
政
区
・
地
区
名

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

あ
り

4
月
1
日
現
在

未
加
入
者

X *

リ
ス
ク

内
容
※
２

AX
X
X
X
X
X
X
X
X

9 1 2
A
B
C
D
E

受
診
券
整
理
番
号

4
0

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

女
5
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

ケ
ン
シ
ン
 
 
ハ
ナ
コ

1
2
3
4
5
6
7

ケ
ン
シ
ン
 
 
タ
ロ
ウ

男

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0

特
定
保
健
指
導
対
象
者
リ
ス
ト
（
積
極
的
支
援
）

T
K
A
C
0
1
1

1
2
3
4
5
6
8

（
平
成
X
X
年
X
X
月
現
在
)

通
番

氏
 
 
 
名
(
カ
ナ
）
　

保
健
指
導

利
用
意
思

前
年
度

階
層
化
結
果
※
１

性
別

な
し

保
険
者
番
号

9
9
9
9
9
9
9
9

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

保
険
者
名

質問票の結果 

保険者の裁量による指導（年度途中の資

格取得者）の場合“＊”となる 

数字で示される項目の内容に

ついての説明 

出力標準スケジュール ：月次（5日頃） 

抽出対象者：年度初加入者で積極的支援対象者（受診後、資格喪失・除外となった者を含む） 
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105 

(2) 保険者による階層化 

(A) 保険者による階層化の考え方 

特定保健指導は、基本的に上記に示した基準に基づいて行うこととなるが、各保険者は自

身で定めた目標値や予算規模に応じて、図表 2-7の図に示すように国が定めている階層化の
基準よりも保健指導の対象者の範囲を広げたり、狭めることも可能である。 
ただし、その場合でも後期高齢者支援金の加算・減算の参酌標準となる保健指導の実施率

や特定保健指導の国庫補助の対象については、国の階層化基準に合致した人についてのみ対

象となることに留意しなければならない。また、保険者が独自に特定保健指導の適用範囲を

広げて実施した場合については、本システムへの保健指導結果の登録は行えるものの費用決

済の対象とはならない。 
 

図表 2-7：階層化と保健指導対象者の範囲 
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ア）保険者権限による優先順位付けによる対象者の絞込み（重点化） 

厚生労働省によると、平成 24年度時点での特定保健指導の実施率に関する参酌標準は 45%
と示されている。特定保健指導制度の導入初期段階においては、特定保健指導への参加率が

どの程度になるか予想が難しいため、優先順位付けを行わず、国基準で階層化され、動機付

け支援、積極的支援の対象となった人すべてに対して、利用券の配付を行うことも考えられ

る。 
ただし、保険者によっては予算等の制約上、階層化の基準に該当する人のすべてを保健指

導に参加させることは難しいため、図表 2-8のような視点を基に、保健指導対象者の優先順
位付けを行うことが考えられる。 
 

図表 2-8：優先順位付けの視点 

 備考 

年齢・性別 

生活習慣改善の必要性が高い若年層や男性等を優先的に対象にしたり、保健指導参

加率の高そうな高齢者層や女性を対象にする等、対象者の属性で優先順位付けする

場合 

地域 保健指導を地域別に実践する場合 

保健指導レベル 
体制整備の観点から、動機付け支援のみもしくは積極的支援のみというような保健

指導実施体制を組む場合 

特定の健診結果の値 
血圧、脂質、血糖等の指標の中で、同じ階層化基準に該当している人でも例えば血

糖のリスクの高い人を優先的に対象とする場合 

保健指導利用意思 
質問票において「保健指導の利用意向あり」と回答した人を優先的に対象とする場

合 

過去の指導実績 過去に保健指導を利用したことがない人から優先的に対象とする場合等 

健康状態の変化 
前年度と比較して、階層化レベルが悪化した場合や特定の健診結果の値が悪化した

場合 

 

イ）付加的な保健指導の実施 

特定健診とは別に、保険者の判断により保健指導の対象者を拡大して、保健指導を実施す

る場合も考えられる。こうした保険者が任意に実施する保健指導については、本システムで

は利用券発行や費用決済等の対象とならない。 
ただし、「特定健診結果等抽出条件設定」を実施し「特定健診等情報作成」による CSV 形

式リストを活用して、特定の指標（例えば空腹時血糖値）でデータを並び替える等の作業を

行い、国の階層化基準で特定保健指導の対象とはならないものの、保健指導を実施する対象

者を抽出することは可能である。 
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(B) 階層化の実施時期 

保健指導対象者を確定させるための前段階の階層化の実施時期は、保険者が保健指導の実

施時期をいつと設定するかによって異なる。 
国基準での階層化については、国保連合会にデータが登録されている限り自動的に実施さ

れるが、保険者が独自に優先順位付けや対象者の拡大を行う場合は、保健指導の実施時期に

合わせて、保健指導を開始する前にあらかじめ独自に階層化を行わなければならない。 
 
 

(C) システムによる重点化 

ア）優先順位付けシミュレーションの基本的流れ 

保険者独自の基準による重点化をシステムにより実施するためには、国保連合会における

「特定保健指導対象者抽出」というバッチ処理の終了後、「優先順位付け基準設定」画面にお

いて、動機付け支援、積極的支援の対象者（＝利用券発行者）の数についてのシミュレーシ

ョンを行い、実際の利用券の発行対象等となる人の数を確定させることになる。 
シミュレーションの事前準備として、「特定保健指導対象者抽出」において、国が定める階

層化基準により自動的に階層化を行い、階層化結果を特定健診結果に登録すると同時に、「優

先順位付け基準設定」を行うために、前年度の階層化レベル等も取得する。 
次に、「優先順位付け基準設定」画面において、保険者が階層化結果等の反映された特定健

診結果を使って、特定保健指導対象者の対象条件となる優先順位付けの基準を設定し、対象

者数の絞り込み1と確定を行うことになる。 
なお、優先順位付けの例は次のとおり。 

 
図表 2-9：優先順位付けの基準の設定例 

 備考 
若年層に対し優先的に保健指導を実

施したい場合 

「優先順位付け基準設定」画面の属性で年齢別を選択し、優先的に利用さ

せたい対象年齢層を記入する。 

血糖高値者を他のリスク要因保有者

よりも優先したい場合 

血糖以外のリスク因子（血圧、脂質等）の基準値を国の階層化基準よりも

高く設定する。 
前年度の階層化結果よりも悪化した

人についてだけ対象にしたい場合 

階層化結果の変化の欄で、「情報提供→積極的」、「情報提供→動機付

け」、「動機付け→積極的」を選択する。 

 
階層化の基準を設定した後、「推計」ボタンを押すと、その時点までの健診受診者（国保連

合会に健診結果が登録された者）に占める設定基準により絞り込みされた支援レベル別の対

象者数総数の推計を確認できる。さらに、「確認」ボタンを押すと、年齢別の絞り込み結果が、

画面一番下の「特定保健指導対象者数の確認（優先順位付け後）」欄に表示される。 
 

                                                   
1 本システムにおいては、特定保健指導対象者を国基準より絞込み、人数を限定することはできるが、対象を拡大
することはできない。 
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絞り込み結果に問題がない場合は、「実行」ボタンを押し、特定保健指導対象者を確定させ

る。絞り込み結果に問題があったり、他の条件による絞り込みとの比較をしたい場合は、「実

行」ボタンを押さず、基準値の設定からの作業を繰り返すことが必要となる。 
 

イ）優先順位付けに当っての留意事項 

「優先順位付け基準設定」画面における絞り込み結果は、あくまでも階層化のシミュレーシ

ョンを行った時点までの健診受診者が対象となるため、健診実施期間中で、その後も健診受

診者が増える場合は、その時点までの健診受診者数が健診対象者数のどの程度の割合を占め

ているのか、また、これから健診を受診するであろう人のその時点毎の人数を見越してシミ

ュレーションを行い、動機付け支援、積極的支援の対象者を確定させなければならない。 
なお、「優先順位付け基準設定」は、利用券の発行条件登録の機能も兼ねている。そのため、

年に複数回利用券発行を行う場合は、発行を行う都度、「優先順位付け基準設定」において登

録を行わなければならない。その際、一度優先順位付け基準設定が行われた対象者について、

新規に基準が設定されることはなく、その時点までで基準設定されていない対象者のみがシ

ミュレーション・保健指導対象者としての登録の対象となることに留意しなければならない。 
また、優先順位付けによる重点化を行わない場合であっても、利用券を発行するためには、

「優先順位付け基準設定」での「登録」ボタン押下による、利用券発行の登録をしなければな

らない点に注意が必要である。優先順位付けで設定できる項目は、支援別、属性、リスク内

容等、図表 2-10のとおりである。 
 

(D) 過誤等により健診結果に変更が生じた場合の取扱い 

過誤調整が発生した場合の階層化処理等の取扱いについては、優先順位付けも利用券発行

も行っていない場合のみ、再度階層化処理の対象とすることができる。 
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図表 2-10：優先順位付け基準設定画面 

 
 
 
 

設定した基準値にて推

計された対象者数 

優先順位付け後の対

象者を年齢階層別に

表示 

優先順位付け後の対象者を

確定する場合、押下する 

階層化された対象者のう

ち、優先順位付けのため

の絞込みの基準値を指

定する 

次画面（登録内容確認画面）

にて、「実行」を選択すること

で利用券が発行される 
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2.2.2 保健指導利用券発行 

特定保健指導の実施に当っては、特定健診の結果を階層化し、動機付け支援対象、積極的

支援対象となった被保険者に対して、利用状況の管理を行うために、多くの保険者において、

利用券の発行が行われる。本節では、利用券の発行に関わる業務について概説する。 
 

(1) 利用券発行に当っての基本的な考え方 

(A) 利用券発行の目的 

特定保健指導の利用券を発行する目的としては図表 2-11のようなものが挙げられる。 
 

図表 2-11：利用券発行の目的 

 備考 

保健指導対象者に対する意識付け 
利用券が手元に届くことにより、健診の結果、生活習慣改善の必要

性があるということを周知することができる。 

保健指導費用・利用者負担金額の確認 
保健指導の自己負担額について、対象者、保健指導実施機関に周知

することができる。 
保健指導実施機関における利用者資格の

確認 
利用券を有していることで、発行保険者の被保険者であることを確

認することができる。 

重複受診の防止 
利用券は原則一人 1 枚発行されるため、保健指導実施機関で利用券
の提示を義務付けることにより、重複受診を避けることができる。 

除外対象者の自発的登録促進 
利用券に除外対象者の要件を明記することにより、これらの人の自

発的な申出を得ることができる。 
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(B) 健診受診から利用券発行に至るまでの流れ 

 
図表 2-12：利用券発行の流れ 

 
 

は本節で説明する内容 はシステムを活用して実施する業務

は他節で説明する内容

年度初めの特定健
診等対象者の確定

除外対象者の登録

受診券発行条件の
登録

受診券・質問票の
作成

受診券・質問票の
発送

資格取得者・資格
喪失者の登録

除外対象者の把握
資格取得者・資格喪
失者の把握

受診券記載内容の
登録
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(C) 特定保健指導の対象者の範囲に関する考え方 

特定保健指導に当っても、年間を通じて被保険者であり、対象であり続ける人だけではな

く、年度途中に他の保険者へ転出したり、転入したり、除外対象者の条件に合致することが

ある。 
年度途中に異動した人への対応、除外対象者となる人への対応については、図表 2-13のよ

うに整理することができる。 
 

図表 2-13：年度途中の異動者等への対応の考え方 

 時期 基本的な考え方 備考 

特定健診受診前 
実施しても当該年度の国への

報告数値には含まれない。 

特定健診受診後、特

定保健指導利用開

始前 

転入時期、健診実施期間等から総合的に保険者

が判断し、健診・保健指導の受診・利用を認め

ることもあり得る。 他の保険者において、健診を

受診し、その結果がある場合

は、保健指導の利用を認め得

る。 

他の保険

者からの

転入 

特定保健指導利用

開始後 

保険者により保健指導プログラムが異なり、継

続性が担保できないため、転入者に対しての保

健指導は実施しない。 

 

特定健診受診前 
特定健診の受診券、特定保健指導の利用券発行

対象から除外する。 

 

特定健診受診後、特

定保健指導利用開

始前 

特定健診の結果を被保険者本人に提供する。  他の保険

者への転

出 

特定保健指導利用

開始後 

特定保健指導の対象外とする。  

特定健診受診前 
特定健診の受診券、特定保健指導の利用券の発

行対象から除外する。 

 

特定健診受診後、特

定保健指導利用開

始前 

特定保健指導の利用券発行対象から除外する。  

除外対象

に該当 

特定保健指導利用

開始後 

特定保健指導の利用が継続できるようであれ

ば、利用を継続してもらい、実施者としてカウ

ントする。 

利用実績があるようであれ

ば、除外対象者としない方が

よい。 

 
また、高血圧、脂質異常症、糖尿病について特定健診実施以前から服薬治療中の人につい

ては、特定保健指導の対象とはならない。しかし、特定健診以降に服薬を開始した場合は、

服薬開始時期によって、特定保健指導の取扱いが異なる（図表 2-14）。 
 



 

 

113 

図表 2-14：特定健診以後服薬治療を開始した場合の対応 

服薬治療開始時期 基本的な考え方 備考 

特定健診受診後、 

特定保健指導利用開始前 

医師と十分に連携し、医師による

服薬指導とするのか、それをやめ

て特定保健指導とするのか判断。 

服薬指導とした場合は、実施対象者数（分母）

には計上するが、実施終了者数（分子）には

計上しない。 

特定保健指導を実施した場合は、実施対象者

数（分母）、実施終了者数（分子）ともに計

上する。 

特定健診受診後、 

特定保健指導利用開始後 

医師と相談の上、特定保健指導を

継続するか終了とするのか、本人

の意向を踏まえて判断。 

保健指導を中断した場合は、実施対象者数（分

母）には計上するが、実施終了者数（分子）

には計上しない。 

特定保健指導を継続とした場合は、実施対象

者数（分母）、実施終了者数（分子）ともに

計上する。 

 

システムによる年度途中に異動した人への対応、除外対象者となる人への対応について

は、基本的に特定健診と同様であるため、1.2.1対象者の管理を参照されたい。 
 

(2) 利用券作成 

(A) 事前処理 

利用券を作成するためには、優先順位付け設定、利用券内容登録の他に図表 2-15の処理を
済ませておく必要がある。 

 
図表 2-15：利用券作成のための事前処理 

項番 処理 
1 費用決済にて、検査問診結果台帳テーブル登録（資格確認日） 
2 受診勧奨者・詳細健診実施者判定処理（日時処理） 
3 特定保健指導対象者抽出（日時処理） 

 
 

(B) 利用券に記載する内容の登録 

ア）利用券の様式 

本システムを用いて作成する利用券は図表 2-16～図表 2-19のような形であり、用紙の大
きさは、はがき大もしくは A4サイズが選択可能である（A4サイズの場合は三つ折にして、
長 3横の窓付き封筒に入れて送ることも可能）。 
なお、特定保健指導の利用券についても特定健診の受診券と同様、PDF データ化し、国保

連合会で出力する場合、保険者で出力する場合、CSVファイルにして保険者で出力する場合
が考えられる。 
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図表 2-16：利用券はがきタイプ（表面）1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 集合契約は、はがき大を適用する（主に国保組合） 

オンライン処理「利用券内容登録」にて登録した「備考欄（40 文字

＋40文字）」が 20 文字折り返しで反映される 




